
 

1 

 

2026(令和 8)年度 幼児教育図書等贈呈事業 募集要項 

 幼児教育図書等贈呈は、幼児図書贈呈を希望する幼稚園・認定こども園（幼稚園型・幼保連

携型）及び特別支援学校の幼稚部に図書セットの贈呈を行う事業です。つきましては、以下要

項の通り実施します。 

 

1. 主 催   公益財団法人 日本教育公務員弘済会 沖縄支部 

 

2. 贈呈要件 

(1) 贈呈の趣旨 

子どもたちの心豊かな読書活動が一層盛んになることを願い、幼児・園児の読書活動の支 

援を目的とし、園図書室へ教育図書の贈呈を通して園教育の向上発展に寄与します。 

 (2) 贈呈対象にならないもの 

  ① 幼児・園児の読書活動を目的としないもの 

  ② すでにこの贈呈をうけているもの 

  ③ 自己の財源によって十分に活動できるもの 

  ④ 日教弘沖縄支部 学校研究助成金に重複申請した場合、選考外とします。 

(3) 募集対象 

沖縄県内の幼稚園・認定こども園（幼稚園型・幼保連携型）及び特別支援学校の幼稚部 

（4）募集期間  

2026（令和 8）年 4月 1日(水) ～ 2026（令和 8）年 6月 15日(月)【必着・締切厳守】 

（5）スケジュール 

2026(令和 8)年 7月上旬         支部教育振興事業選考委員会にて選考 

7月中旬         採否の結果を通知 

8月以降       学校へ贈呈(事業説明会を含む) 

2027(令和 9)年 3月 10日(水) 成果報告書の提出締切 

 ※ 申請書について、面談や問い合わせを行うことがあります。 

※ 採否の理由等、選考に関わる問い合わせには回答しません。 

（6）応募方法 

 ① 申請書作成・提出 

ア 当支部ホームページ（https://www.nikkyoko-okinawa.jp）を開き、 

「幼児教育図書等贈呈申請書」をダウンロードしてください。 

イ 申請書に必要事項を入力してください。（手書きは不可） 

ウ 郵送又は持参にて印刷したものを提出してください。 

※FAXでの受付はいたしません。 
 

  ②提出先 〒900-0014 那覇市松尾 1-7-12 

       公益財団法人 日本教育公務員弘済会沖縄支部 

「幼児教育図書等贈呈事業担当」宛 
 

〈個人情報の取り扱いについて〉 

・ 申請書に記入された個人情報は、選考及び選考結果の通知のために使用します。 

・ 贈呈が決定した場合は、申請書に記入された贈呈対象の園及び活動名、活動内容と贈呈式の

模様を、ホームページ、広報誌等で公表します。 

   

3. 贈呈内容 

 一園にあたり本支部が指定した図書セット（5万円相当）を 40園以内に贈呈します。 
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※なお、決定時ご希望の図書セット内に掲載された書籍の一部が品切れになっている可能性が

あります。その場合は当支部と当支部指定業者にて相談の上、選定・変更させていただきま

すのでご了承ください。 

 

4. 選考 

（1）選考方法 

① 日教弘沖縄支部教育振興事業選考委員会の選考後、沖縄支部幹事会の議を経て支部長

が対象園を決定します。 

② 贈呈の採否を文書で各申請園に連絡します。なお、採否の理由についての問い合わせ

には回答しません。 

 

（2）選考基準 

① 事業の適正性         申請事業が、贈呈の趣旨と合致しているか。 

② 事業の必要性     当支部の贈呈が必要であるか。また、申請内容が贈呈要件 

に定める期間内に応募されているか。 

 

5. 贈呈方法と贈呈対象園の義務等 

 （1） 贈呈準備が整い次第、目録をもって贈呈します。 

  (2)  図書セット納入後、すみやかに「受領書」を当支部宛にご提出ください。 

（3） 贈呈の際、職員に対し 30分程度の事業説明を実施します（必須）。 

（4） 贈呈事業等の終了後に経過・結果等に関する報告（成果報告書）を 2027(令和 9)年 3

月 10日(水)【必着】までに郵送又は持参にて提出してください。 

     なお、提出された報告書・資料等は、当支部が公表できるものとします。 

   ※図書セットの書籍は、当支部関係者又は当支部指定業者が、8月下旬以降に直接お届 

けする予定です。 

 

6. その他注意事項 

（1）申請書及び成果報告書の記載内容については、代表者（園長等）に承認をもらった後

にチェックマーク記載欄に☑を記入します。 

（2）提出された書類等は返却しません。 

（3）万一、故意の虚偽記載、同一事業等による重複申請、あるいは事業内容等の問題が認 

められた場合は、当該申請は無効とし、以降の申請は受けつけられません。 

 (4) 選考結果の情報及び採否の理由についての問い合わせには回答しません。 

（5）贈呈対象園が文化活動等により事業の成果を発表する場合には、贈呈を受けて行った 

事業の成果であることを必ず記載してください。 

記載例：「本文の作成にあたり、公益財団法人 日本教育公務員弘済会沖縄支部より令和 

8年度幼児教育図書等贈呈事業の贈呈を受けました。」 

また、園のホームページや広報誌において活動等の成果を発表する場合も、その成果

が公益財団法人日本教育公務員弘済会沖縄支部からの贈呈を受けて行った事業の成果で

あることを表示してください。 

 

7. 問い合わせ先 

   公益財団法人日本教育公務員弘済会沖縄支部 

〒900-0014 那覇市松尾 1-7-12       TEL：098-867-1765  

E-MAIL：okinawa★nikkyoko.or.jp  URL：https://www.nikkyoko-okinawa.jp 

※メールアドレスについては「★」を半角の「＠」に置き換えてください。 


